
児童発達支援センターの開設について 

 

 

                              健康福祉部障がい者支援課 

 

１ 概要 

たいよう福祉センター内に、発達支援相談拠点の機能を併せもつ児童発達支援センターを 

令和４年４月１日に開設します。 

児童発達支援センターでは、地域の中核的な拠点として、児童発達支援の利用者に対して

だけでなく、施設の有する専門性を活かし、発達の気になる子ども及びその家族への支援や、

障がい児を預かる施設への援助・助言を行います。 

 

２ 相談の流れ（イメージ） 

児童発達支援センターでは相談窓口から専門的な支援へつないでいく支援を展開します。 

 

 

 

３ 実施施設等 

たいよう福祉センター 小平市小川西町５－２５－１５ 

 

電話、メール、来所

・発達に関する不安、疑問に丁寧に対応

・地域の支援機関に適切に繋ぐ

・地域の情報を提供

・状況に応じて専門相談に繋ぐ
・必要に応じて繰り返し相談に対応

発達支援総合相談

・専門職による相談

・アセスメントの実施

・必要に応じて発達検査を実施

専門相談
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子ども・子育て審議会資料 


